
 

堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例（平成１８年条例第７７ 

号）の理念にのっとり、一人ひとりが互いに人権を尊重し、ありのままを認め合い、誰 

もが自分らしく暮らすことのできるまちの実現に向けて、パートナーシップの関係にあ

る旨の宣誓（以下「パートナーシップの宣誓」という。）の取扱いについて必要な事項を

定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 性的少数者 性自認、性的指向その他性のあり方について少数派であると認められ

る者をいう。 

  (2) パートナーシップ その一方又は双方が性的少数者である二者の間における、お互

いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係

をいう。 

（宣誓の対象者） 

第３条 パートナーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号の全てに該当する者

とする。 

(1) 成年に達していること。 

(2) パートナーシップの宣誓をしようとする二者（以下「当事者」という。）のいずれか

が、本市の区域内（以下「市内」という。）に住所を有し、又は市内への転入を予定し

ていること。 

(3) 当事者の各々が現に婚姻をしておらず、かつ、当該当事者同士以外の者とパートナ 

ーシップの関係にないこと。 

(4) 当事者が民法（明治２９年法律第８９号）第７３４条又は第７３５条の規定により 

婚姻を禁止されている関係にないこと（パートナーシップの関係に基づく養子縁組の

場合を除く。）。 

（パートナーシップの宣誓の方法） 

第４条 当事者は、本市の当該職員の面前で、堺市パートナーシップ宣誓書（様式第１号。

以下「宣誓書」という。）に所定の事項をそれぞれ自書し、次に掲げる書類を添付して、

これを市長に提出しなければならない。この場合において、あらかじめパートナーシッ 

プの宣誓をする日時等について本市と調整しなければならない。 

 (1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２条第１項に規定する住民票の写 

し又は住民票記載事項証明書 

 (2) 当事者のいずれかが市内への転入を予定していることを疎明するに足りる資料（当

事者が市内に住所を有していない場合に限る。） 

 (3) 婚姻をしていないことを証明する書類 



 

２ 当事者の一方又は双方が宣誓書に自書することができないときは、本市の当該職員及

び当事者の立会いのもと、当事者以外の者に代筆させることができる。 

３ 当事者は、宣誓書を提出する際に、次の各号のいずれかの書類（有効期限のあるもの 

については、有効期限内のものに限る。）を市長に提示しなければならない。 

 (1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２

５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード 

 (2) 旅券 

 (3) 運転免許証 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であ 

って、本人の顔写真が貼付されたもの 

 (5) 前各号の書類に準ずるものとして市長が相当と認める書類 

（受領証等の交付） 

第５条 市長は、前条第１項の規定により宣誓書の提出があった場合において、当該提出 

をした者が第３条各号に掲げる要件の全てを満たしていると認めるときは、当事者に対

し、堺市パートナーシップ宣誓書受領証（様式第２号（甲）（乙）。以下「受領証」とい 

う。）に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。 

（通称名の使用） 

第６条 当事者は、性別違和である場合その他市長が特に理由があると認める場合は、宣誓

書において通称名を使用することができる。 

 （受領証の再交付） 

第７条 第５条の規定による受領証の交付を受けた者（以下「宣誓者」という。）は、当該

受領証を紛失し、若しくは毀損したとき、又は受領証の氏名の変更があったときは、堺市

パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書（様式第３号）を市長に提出し、その再交付

を受けることができる。この場合において、受領証の毀損に係る再交付にあっては毀損し

た受領証を、受領証の氏名の変更に係る再交付にあっては既に交付した受領証と変更内

容が分かる書類を、当該申請書の提出の際に添付しなければならない。 

２ 受領証の再交付を受けようとする者は、前項の規定による提出の際に、第４条第３項各 

号のいずれかの書類を市長に提示しなければならない。 

３ 第１項に規定される受領証の紛失により再交付を受けた者は、紛失した受領証を発見

したときは、速やかに発見した受領証を市長に返還しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により再交付の申請があったときは、第４条第１項の規定により

提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証を再交付するものとする。 

（受領証の返還） 

第８条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、堺市パートナーシップ宣誓書

受領証返還届（様式第４号）に受領証を添付して、これを市長に提出しなければならな

い。 

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップの関係が解消されたとき。 

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。 



 

(3) 第３条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき、又は宣誓書を提出した時点にお

いて同条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。 

（他の自治体のパートナーシップ宣誓との相互連携を図る場合の取扱い） 

第９条 当事者が、パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定（以下「連携協

定」という。）を本市と締結している自治体（以下「連携自治体」という。）でパートナー

シップ宣誓に係る受領証（以下「連携自治体受領証」という。）の交付を受けている場合

において、本市への住所地の変更後も引き続きパートナーシップの関係を継続し、第３条

各号に掲げる要件の全てを満たしていると認めるときは、連携協定の規定に基づき、受領

証の交付を受けることができる。 

２ 前項の規定による交付を受けようとする者（以下「転入宣誓者」という。）は、所定の

事項をそれぞれ自書したパートナーシップ宣誓継続申告書（様式第５号）（以下「申告書」

という。）に、次に掲げる書類を添付し市長に提出するものとする。 

 (1) 連携自治体受領証等 

 (2) 住所地の変更を証する書類 

３ 転入宣誓者の一方又は双方が申告書に自書することができないときは、本市の当該職

員及び当事者の立会いのもと、当事者以外の者に代筆させることができる。 

４ 市長は、転入宣誓者に対し第１項の規定により受領証を交付した場合は、遅滞なく転出

元である連携自治体に通知する。 

ただし、第２項に規定の申告書により転入宣誓者双方の同意を得るものとし、同意を得

られない場合は、本条の規定による手続きを行うことができない。 

５ 転入宣誓者は、申告書を提出する際に、第４条第３項各号のいずれかの書類を市長に提

示しなければならない。 

６ 市長は、宣誓者又は転入宣誓者が連携自治体へ転出し、当該自治体に継続申告に係る書

類として受領証を提出した場合は、前条の規定に関わらず、受領証が返還されたものとみ

なす。 

（委任） 

第１０条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同年３月１ 

８日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ パートナーシップの宣誓に係る日時等の調整その他パートナーシップの宣誓をするた

めに必要な行為については、平成３１年４月１日前においても、この要綱の規定の例に 

より行うことができる。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年２月６日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

 


